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一
に
つ
い
て 

 
 

「
経
済
財
政
運
営
と
改
革
の
基
本
方
針
二
〇
二
三
」
（
令
和
五
年
六
月
十
六
日
閣
議
決
定
。
以
下
「
骨
太
方
針
」
と
い

う
。
）
に
お
い
て
は
、
「
財
政
健
全
化
の
「
旗
」
を
下
ろ
さ
ず
、
こ
れ
ま
で
の
財
政
健
全
化
目
標
に
取
り
組
む
」
と
し
て
い

る
と
こ
ろ
、
我
が
国
が
財
政
健
全
化
目
標
と
し
て
、
二
千
二
十
五
年
度
の
国
・
地
方
を
合
わ
せ
た
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
バ
ラ
ン
ス

の
黒
字
化
等
を
掲
げ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
累
次
の
決
定
等
に
お
い
て
も
示
し
て
い
る
と
お
り
明
確
で
あ
り
、
財
政

健
全
化
に
取
り
組
む
姿
勢
に
変
更
は
な
い
。 

二
及
び
三
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
こ
ど
も
特
例
公
債
」
に
つ
い
て
は
、
「
こ
ど
も
未
来
戦
略
方
針
」
（
令
和
五
年
六
月
十
三
日
閣
議
決
定
。
以

下
「
戦
略
方
針
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
「
こ
ど
も
・
子
育
て
支
援
」
に
関
し
て
、
「
「
加
速
化
プ
ラ
ン
」
の
大
宗
を
三

年
間
（
二
千
二
十
六
年
度
ま
で
）
で
実
施
し
、
「
加
速
化
プ
ラ
ン
」
の
実
施
が
完
了
す
る
二
千
二
十
八
年
度
ま
で
に
安
定
財

源
を
確
保
す
る
」
、
「
そ
の
間
に
財
源
不
足
が
生
じ
な
い
よ
う
、
必
要
に
応
じ
、
つ
な
ぎ
と
し
て
、
こ
ど
も
特
例
公
債
（
こ

ど
も
金
庫
が
発
行
す
る
特
会
債
）
を
発
行
す
る
」
、
「
予
算
編
成
過
程
に
お
け
る
歳
出
改
革
等
を
進
め
る
と
と
も
に
、
新
た



 

２ 

 

な
特
別
会
計
の
創
設
な
ど
、
必
要
な
制
度
改
正
の
た
め
の
所
要
の
法
案
を
二
千
二
十
四
年
通
常
国
会
に
提
出
す
る
」
及
び

「
今
後
、
本
戦
略
方
針
の
具
体
化
を
進
め
、
年
末
ま
で
に
「
戦
略
」
を
策
定
す
る
」
と
し
て
い
る
こ
と
等
か
ら
、
現
時
点

で
、
「
こ
ど
も
特
例
公
債
は
各
年
度
に
お
い
て
い
く
ら
発
行
す
る
見
通
し
な
の
か
」
と
の
お
尋
ね
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ

と
は
困
難
で
あ
る
。 

 
 

ま
た
、
お
尋
ね
の
「
こ
ど
も
特
例
公
債
の
発
行
」
の
在
り
方
と
「
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
バ
ラ
ン
ス
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、

戦
略
方
針
に
基
づ
く
具
体
的
な
対
応
を
踏
ま
え
て
今
後
検
討
す
る
こ
と
と
な
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
骨
太
方
針
に
お
い

て
、
「
財
政
健
全
化
の
「
旗
」
を
下
ろ
さ
ず
、
こ
れ
ま
で
の
財
政
健
全
化
目
標
に
取
り
組
む
」
と
し
て
お
り
、
政
府
と
し

て
、
引
き
続
き
、
二
千
二
十
五
年
度
の
国
・
地
方
を
合
わ
せ
た
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
バ
ラ
ン
ス
の
黒
字
化
を
目
指
す
こ
と
と
し
て

い
る
。 


